機器トラブル等による待ち時間申請の処理
9月29日にフォーラム上に回答してある内容について詳細を説明します。
金型設計、機械加工、仕上加工、いずれの競技についても同様の取り扱いとします。

●待ち時間を申請し外部から交換可能なものについての線引き

〇金型設計
・PC本体（ただしデータ保存の責任は選手にありUSBへの競技中のこまめな保存を推奨する）
・マウス、キーボードなどの周辺機器

〇機械加工
・エアーコンプレッサーのみ
※刃具やホルダ、測定器は対象外。折損して無くした、壊したなど本人の責めによるものと線引きするため。

〇仕上加工
・エアーコンプレッサー
・電動やエアの磨き工具本体、ハンドピース
※先端工具や磨き工具類の物資の補填は対象外。

➡いずれの競技においても交換には競技委員が立ち合い交換内容を確認します。

●待ち時間の計上をスムーズに行う他の措置
①待ち時間を必要とする事象が発生したら、必ず選手本人が「○時○分、待ち時間を申請します。」と挙手し、基準時計の現在時間を競技委員または補佐員にはっきりと伝えること。
本人以外（監督者など）の申請は一切認めない。この時点で、待ち時間とすべきか内容は精査しない。

②申請を受けた競技委員または補佐員は、待ち時間の開始時間を記録する。
------------------------------------------------------------------
例）
選手：「12時53分　待ち時間を申請します。」
競技委員または補佐員：「（基準時計をすぐに確認して）12時53分30秒、切り捨てで12時53分に待ち時間を記録します。」
------------------------------------------------------------------
③主査または競技委員は、どのような内容であるか選手に聞き込みを行う。
・機器交換を認められる内容であれば企業の監督者を呼び、交換作業を行う。
・機器交換を認めない内容であれば企業の選手及び監督者に説明を行う。
いずれの時間も待ち時間に計上する。

④待ち時間を終了するときは、切り上げとするので、事象が解決してから1.2分後を待ち時間終了時刻として設定する。
例）
主査または競技委員：「現在時刻13：01分ですので13：02分に待ち時間を終了し競技を再開します。全体の競技が終了してから9分間作業を続け、終了時刻は○時○分とします。」その後口頭で開始を合図。
